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第４章  

第 9期計画の全体像 



 

 

74 

 

1 計画の基本理念と基本目標 

 各計画との関係 

第６期以降、取組を進めている「地域包括ケアシステム」が実現した姿を表す「高齢者が住

み慣れた地域で、安心して暮らせるまちをつくります」を第９期計画の基本理念として位置づ

けます。 

また、本計画と同時期に策定の「大田区地域福祉計画」に掲げる「孤立を生まない・多様性

を認め合う地域づくり」、「地域の多様な主体の参加の推進」、「分野横断の包括的支援体制の

強化」の３つの取組を方向性とする「大田区らしい地域共生社会の実現」に向け、第９期計画

は 2040 年を見据えた地域共生社会の礎となる地域包括ケアシステムのさらなる推進に取り

組みます。 

図表４-1 各計画の関係 
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【参考：大田区基本構想との関係】 

令和６年３月、大田区は令和 22（２０４０）年ごろの大田区のめざすべき将来像として「心や

すらぎ 未来へはばたく 笑顔のまち 大田区」を掲げ、今後のまちづくりの方向性を明らかに

した区の最上位の指針となる「大田区基本構想」を策定しました。基本構想の中では、大田区

に関わる全ての人々に共通する考え方として、３つの基本理念が示されています。 

本計画においても、基本構想で示されたこの基本理念に基づき、大田区らしい地域共生社

会の実現をめざします。 

 

 

  

大田区基本構想の基本理念 

 

１ 地域力を高める 

  地域のつながりを強化することは、防犯・防災対策、安心して子育てできる環境

づくり、暮らしの活力の創出など、多様な分野の課題解決につながります。区民一

人ひとりの力を源として魅力ある地域を創造していく「地域力」をより一層高め、

区民、企業、地域団体や行政など、組織や世代を超えて大田区に関わる全ての主

体が連携・協働することにより、安心して暮らせるあたたかいまちをつくります。 

 

２ 多様な個性が輝く 

  一人ひとりがお互いの個性を尊重し、支え合うことで、それぞれの力が発揮さ

れ、新たな価値観の発見や可能性の創造につながります。ありのままの自分で生

きることができ、多様な個性がそれぞれの持ち味を生かすことにより、誰もが自

分らしく活躍できるまちをつくります。 

 

３ 豊かなまちを未来へつなげる 

  区の歴史や文化を引き継ぎ、未来にわたって持続的な発展をしていくために

は、先を見据えながら、変化の激しい時代にしなやかに対応することが重要です。

区の特徴を踏まえ、長期的な視点をもって、柔軟かつ利便性の高いまちづくりを

進めることにより、誰もが豊かに暮らし続けることができるまちを次世代に引き

継ぎます。 
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基本目標２ 

基本目標３ 

基本目標４ 

基本目標１ 

2 基本目標の概要 

 

一人ひとりが生きがいや役割をもって輝けるまち 

基本目標１では、高齢者全体の８割以上を占める、支援や介護を必要としていない元気な

高齢者に健康の維持や増進に向けた支援を行います。地域や社会で自分にあったスタイルで

働いたり、また社会参加・介護予防など様々な活動を行ったりすることで、生きがいや役割を

もって輝きながら暮らせるまちをめざします。 

これまでの人生で培ってきた経験や知識を生かしながら、地域活動の担い手として、さらに

その育成に関わる人が増えていく取組を進めます。 

 

サービスが必要になっても、自分らしい暮らし方を実現できるまち 

基本目標２では、支援や介護が必要となった高齢者が、地域の中で自分らしく暮らすために

必要な介護や在宅医療等のサービスについて、今後、介護人材の確保が一層困難になると考

えられるなどの状況にあっても、効果的かつ効率的に提供される体制整備を推進していくこと

をめざします。 

 

住み慣れた地域で安心して暮らせるまち 

基本目標３では、高齢者が地域の中で、個人の生命や身体・財産等が十分に守られながら

安心して生活を営めるよう、普段の生活で不安と感じる「住まいの確保」や「地域の多様な主

体による見守り」、また、「災害等の緊急時における危機管理の実践」などに向け、必要なサー

ビスが地域の多様な主体により、適切、かつ、円滑に提供される体制の構築を図ってまいりま

す。 

 

思いやりの気持ちで互いに助け合い、尊厳をもって暮らせるまち 

基本目標４では、地域で暮らす高齢者を支えるため、地域住民をはじめ多様な主体が互い

につながり、助け合うまちづくりを進めます。 

団塊の世代全てが 75 歳以上となる 2025 年はもとより、2040 年代には人口構成やそれ

に伴う社会構造が大きく変化することにより、高齢単身世帯の拡大や介護ニーズの高い後期

高齢者の増加、生産年齢人口の減少等が見込まれます。こうした社会変化の中で顕在化する

地域生活課題に的確に対応していくため、地域包括ケアシステムの中核である地域包括支援

センターの機能強化を図り、また、高齢者を支える地域の多様な主体によるネットワークと公的

なサービスによる包括的な支援を可能としていく仕組みを構築していきます。  
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3 計画を推進する基本的視点について 

基本理念の実現に向け、計画を推進する３つの視点として、分野を超えた「切れ目のない支

援」、「地域力」の活用、既存の枠にとらわれない柔軟な発想に基づく「新たな取組の導入」を第

８期計画から定めています。本計画では、新たに「ＤＸ＊の推進」を加えた、４つの視点をもって、

計画推進に取り組んでいきます。 

 

 

支援や介護を必要とする「状態の切れ目」に加え、高齢分野・障がい分野、生活困窮分野等

の「分野の切れ目」、世帯や性別、年齢などの「属性の切れ目」がないよう、地域包括支援セン

ターを軸とする相談体制を充実します。 

 

 

ひとり暮らし高齢者や老老介護の世帯及び 75 歳以上の後期高齢者が急増していくと、「買

い物」、「食事づくり」、「見守り」などといった「生活支援サービス」へのニーズが高まっていくと

考えられます。そのため、行政サービスのみならず、区民、ＮＰＯ、ボランティア、事業者等の多

様な主体が参画する厚みのある支援体制を構築することが必要となってきます。同時に、高齢

者の就労・社会参加のさらなる推進を通じて、元気な高齢者が社会的役割をもち、生きがいや

介護予防につなげる取組も重要です。「支える側」、「支えられる側」という画一的な関係を超

え、地域住民がともに支え合う地域づくりを進め、世帯・地域を包括的に支援する体制整備を

進めていきます。 

こうした区民一人ひとりの力を源とした地域づくりのために欠かせない力として「地域力」を

積極的に活用する取組を進めます。 

 

 

近年の大規模な地震や風水害による被害、また、新型コロナウイルス感染症など、緊急時を

想定した事業のあり方・考え方の見直しが求められています。 

さらに今後は、地域共生社会の考え方が地域に浸透することで新たなサービスや支援の形

が生まれることも予想されます。そのため、区をとりまく情勢を予測しながら、従来の枠組みに

とらわれない柔軟な発想力と、事業実績データ等の検証・分析に基づく事業の再構築などを

継続して行うことが必要です。 

 

切れ目のない支援 

地域力 

新たな取組の導入 
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地域包括ケアシステムを深化・推進させるためには、医療・介護間での情報の共有や活用が

重要であり、そのために、医療・介護分野での ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）につい

て、国や東京都においても、導入・推進の必要性が示されており、区としても課題として捉えて

います。 

また、デジタル・ICT＊の活用により、リモート型の介護予防事業の展開など、サービス利用

者である高齢者の利便性にも寄与するものとなるほか、データの利活用による事業の効果的・

効率的な推進へとつなげることができるものと考えられています。 

  

DX の推進 
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4 大田区の地域包括ケアシステム 

 地域包括ケアシステムにおける日常生活圏域の設定と考え方 

区では、日常生活圏域については、第６期計画まで大森、調布、蒲田、糀谷・羽田の４つの

区域で設定していましたが、地域力をキーワードに、特別出張所を拠点とした地域づくりを進

めている現状を踏まえ、第７期計画から 18 の特別出張所の管轄区域を日常生活圏域としま

した。 

これまでの４つの区域については、各地域福祉課を中心とする関係機関が連携しながら、単

独の日常生活圏域では解決できない専門的、広域的な課題に対応し、管轄内の日常生活圏

域を支援していく「基本圏域」として位置づけています。 

区は、18 の日常生活圏域と４つの基本圏域を総合的に支援し、本計画で掲げた全区的な

施策を着実に推進していきます。 

第９期計画においても、引き続き、この３層圏域による相互連携を深め、18の日常生活圏域

の実情に即した地域包括ケアシステムのさらなる推進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■日常生活圏域 （18 特別出張所の区域） 

地域包括支援センターが核となり、地域拠点の特別出張所と連

携しながら、地域の多様な資源をつなぎ、介護予防・生活支援を

中心とした地域づくりを進めていく圏域です。 

■基本圏域 （大森、調布、蒲田、糀谷・羽田） 

地域福祉課が中心となり、複数の日常生活圏域にわたる地域課題や、

高齢者・障がい者・子育て世帯などの専門的・分野横断的な課題に対する

支援など、管内の地域包括支援センターと協力し解決を図る圏域です。 

■区全域 

18 の日常生活圏域、４つの基本圏域における取組を下支えし、多機関の協働・連携により包括的に

支援する圏域です。 
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5 第９期計画の地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

 「大田区らしい地域共生社会の実現」に向けて、大田区地域福祉計画が示す方向性 

本計画と同時期の策定となる「大田区地域福祉計画」ではこれまで、「ともに支えあい 地域

力ではぐくむ 安心して暮らせるまち」を理念とし、地域共生社会の実現に向けて地域福祉の推

進を図ってきました。地域共生社会は、制度・分野ごとの縦割りや、「支え手」、「受け手」という

関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が、世代や分野を超

えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会をめ

ざしています。「大田区地域福祉計画」では、大田区らしい地域共生社会の実現に向け、「孤立

を生まない・多様性を認め合う地域づくり」や「地域の多様な主体の参加の推進」、「分野横断

の包括的支援体制の強化」を計画推進にあたっての方向性としています。 

 

【孤立を生まない・多様性を認め合う地域づくり】 

何かしらの生活課題を抱えた方の中には、必要な支援につながれずに、制度の狭間で孤立

してしまい、「生きづらさ」を抱える方もいます。そうした方については、本人の希望に沿って、

地域や社会とのつながりを支援するべく、各支援機関の対応力と地域の支援力を引き上げる

ことが重要と考えられ、そのためには、区民一人ひとりや地域団体、事業者などの協力者を増

やしていくことが必要です。 

また、住民同士の身近な関係が広がっていくことが重要であり、性別や年齢、障がい、異な

る国籍など、多様性を理解しお互いに受け入れられるよう、社会的包摂の意識を大切にしてい

く、高めていくことも大切と考えられます。 

 

【地域の多様な主体の参加の推進】 

様々な方が地域の活動等に主体的に関わり、役割を発揮できることが重要であると考えら

れます。地域の活動に関わっていけるきっかけづくりとして、就労の場や社会参加の場等を地

域に生み出し、社会や地域に参画できるよう本人ニーズに合わせた資源とのマッチングやコー

ディネートをすることが区には求められます。 

また、多様な主体の地域参加の推進にあたっては、世代や分野を超えてつながることのでき

る場や居場所の確保、オンラインでの交流や見守りネットワークの構築、デジタルデバイド＊の

解消などが重要と考えられます。 

 

 【分野横断の包括的支援体制の強化】 

昨今、区民の生活課題は複雑・複合化しており、個別の福祉制度だけでは、解決することが

難しい状況になっています。区の相談機関・専門機関が困りごとを丁寧に受け止め、どこに相

談しても支援につながる相談体制（包括的相談支援体制）が重要と考えられます。 
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 大田区地域福祉計画の方向性を踏まえた包括的な支援体制の構築 

本計画では、大田区地域福祉計画が示す方向性も踏まえ、高齢者やその世帯等が抱える

複合的な課題に対応し、取り残さない支援へとつなげていくことが重要と捉えています。地域

包括支援センター等の多様な相談支援機関が、相談者の世帯全員の状況を包括的に受け止

め、さらには、個々の課題の解決や地域づくり活動等への社会参加の促進に向け、公的サー

ビスや支援機関、社会福祉協議会の事業、地域資源などに結びつける地域ネットワークの充

実が必要とされています。 

課題の未然防止という視点からも、地域資源の確保・開発や、支援機関と地域のネットワー

クの拡充に取り組み、さらなる個別支援の充実につなげていくことが求められています。 

また、社会福祉法でも、区市町村は「地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推

進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供

される体制を整備するよう努める」こととされています。具体的には、介護保険の被保険者、障

がい者、こども・子育て、生活困窮者等を含めた包括的な支援体制を整備するものであり、こ

れらの施策について部局を超えた調整が必要となります。 

第９期計画の３年間では、これまでに引き続き、「大田区らしい地域共生社会の実現」に資す

る包括的な支援体制の構築に向けた検討、調整を図ることとします。 

  

 地域包括ケアシステムを構成する５つの要素の機能強化 

【住まい】 

高齢者等の住まい確保にとどまらず、生活の支援等の課題に対応していくため、関係機関

と支援団体等の連携を強化します。また、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅の円滑な入居支

援に向け、家主や不動産事業者等の理解促進を図り、地域包括ケアシステムの基礎となる住

まいの安定的な確保に取り組みます。 

 

【医療・介護】 

医療・介護ニーズを併せもつ要介護者の在宅生活を支援するため、入退院支援、日常の療

養支援、急変時の対応等の様々な場面で、地域の医療・介護関係者等の連携を図り、チーム

ケアによる切れ目ないサービスを提供していく体制を強化します。 

今後、増加が見込まれる認知症高齢者に対し、区は、令和５年に成立した「共生社会の実現

を推進するための認知症基本法」（認知症基本法＊）において基本的施策とされる、早期診断・

早期対応に向けた認知症の予防等や相談体制の整備、認知症の人の社会参加の機会の確保

等に取り組みます。 

介護分野では、将来の介護ニーズに対応していくため、多様な介護基盤の整備とともに、業

務の効率化、多様な介護人材の確保、定着促進・離職防止に向けた総合的な対策を講じてい

きます。また、要介護者と介護者双方の自立した日常生活に資する質の高いケアマネジメント＊

の実践と介護サービスが提供されるよう、介護事業者への効果的な支援に取り組みます。 
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【介護予防・生活支援】 

高齢者が年齢や心身の状況等によって分け隔てられることなく、参加することができる住民

主体の通いの場等におけるフレイル・介護予防を推進し、これまで支えられていた人が支える

側に回っていく循環を推進します。また、多くの高齢者が社会で役割をもって活躍できるよう、

多様な就労・社会参加を促します。 

高齢者の見守り・安否確認、外出支援、買い物等といった多様な生活支援ニーズに対応し

ていくため、住民主体による支援の担い手を養成するとともに、自治会・町会、民生委員をは

じめ地域団体、ＮＰＯ、事業所・商店街など、多様な主体で構成される地域の支援ネットワーク

を充実していきます。 

通いの場等は、高齢者はもちろんのこと、その家族や現役世代など対象者を限定せず、誰

もが気軽に参加し、交流できるような場づくりも視野に入れて進めていきます。こうした日々の

見守り活動や、通いの場等における交流を通じて、課題や悩みを抱えた高齢者等を発見した

ときは、適切な支援やサービスにつないでいく、支援と共生が育まれる地域づくりを進めます。 
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大田区高齢者福祉計画・第９期大田区介護保険事業計画 概念図
大田区では第８期計画において、団塊の世代の方が75歳以上になる2025年、高齢者人口がピークを迎える2040年を見据え、地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組

んできました。第９期計画においても引き続き、「高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らせるまちをつくります」を基本理念に、地域包括ケアシステムの深化・推進と大田区ら
しい地域共生社会の実現に向け様々な取組を進めます。

基本構造

地域共生社会
構築の基盤

公 的 支 援
（フォーマル
サービス）

・保険給付
・その他の
行政サービス

高齢者福祉計画・介護保険事業計画の
推進にあたっては、めざすべき方向性
や取組の視点などについて、地域福祉
計画との調和を保ったものとします。

 地域の複雑・複合化した生活課題を抱える高齢者等の支援につなげていくため、地域包括支援センターをはじめとする様々な相談支援機関との連携等により、必要な社会資源や
公的サービスを組み合わせた地域ネットワークの強化を図ります。

 高齢者の地域における生活支援・介護予防においては、参加の輪をその家族や現役世代にも広げ、多様な主体の参画による『互助』が充実した地域づくりに取り組み、地域全体の
活性化を図ります。

 地域包括支援センターを含む多様な主体が互いに連携を深め、培ったノウハウを世代・分野を超えた課題解決につなげていきます。また、福祉分野の上位計画である「大田区地域
福祉計画」に定められる方向性との調和を図りながら、地域包括ケアシステムの深化・推進により、「大田区らしい地域共生社会の実現」を図ってまいります。

 これらの取組にあたっては、これまでと同様に「切れ目のない支援」「地域力」「新たな取組の導入」の３つの視点を踏まえ、PDCAサイクル*による事業評価・検証のもとに取組内
容を充実・改善していきます。さらには、「DXの推進」を新たな視点として加え、地域ネットワークや関係機関等との連携、情報共有の効率化を図ってまいります。

切れ目のない支援 新たな取組の導入 ＤＸの推進

●大田区地域福祉計画●

大田区らしい地域共生社会
の実現に向けて
～ともに支え合い

地域力ではぐくむ
安心して暮らせるまち～

①孤立を生まない・多様性を
認め合う地域づくり

②地域の多様な主体の参加の

推進

③分野横断の包括的支援体制
の強化

相互に調和を
図ります

非公的支援
（インフォーマルサ

ポート）

・地域組織化活動
(社会福祉協議会等)

・互助

地 域 力

非公的支援（インフォーマル

サポート）のプラットホーム

医 療
住 ま い

介 護

生 活 支 援 介 護 予 防

高齢者の地域の身近な窓口
として各機関と連携し、

相談支援の中核を担います

地域包括支援センター社会福祉協議会
（おおた成年後見センター・

おおた地域共生ボランティアセンター・
大田区 いきいき しごと ステーション）

病院・診療所・薬局

警察・消防

在宅医療相談窓口

ＪＯＢＯＴＡ（大田区生活再建・
就労サポートセンター）

居宅介護支援事業所
介護サービス事業所

大田区役所

居住支援協議会

シルバー人材センター

障がい者総合サポートセンター

施設・居住系サービス

企業・事業者

民生委員、認知症サポーター、フレイル予防リーダー等
自治会・町会、商店街、シニアクラブ、ボランティア団体等

包括的相談支援 参加支援 地域づくり に取り組み、一人も取り残さない重層的な支援を行います
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大田区高齢者福祉計画・
第９期大田区介護保険事業計画 施策体系図

地域包括ケアシステムの深化・推進と大田区らしい地域共生社会の実現に向けて

基
本
理
念

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す

１ 高齢者の就労・
地域活動の支援

〇 高齢者の多様なニーズに応える、新しい高齢期の働き方を支えます
〇 就労や社会参加を支援する関係機関との連携を強化し、各々の強みを生かす取組を進めます

２ 多様な主体による
介護予防・生活支援の充実

〇 多様な主体による介護予防・生活支援の体制づくりを進めます
〇 自立支援に向けた規範的統合の推進とケアマネジメントの質の向上をめざします

３ 介護予防・フレイル予防の推進

○ 高齢者が取り組みやすく、継続できる効果的な介護予防事業を推進します
〇 「運動・栄養+口腔・社会参加」への取組を啓発し、フレイル予防の拡充を図ります
〇 多様な通いの場の確保と利用促進を進めます
〇 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に取り組みます

４ 介護人材対策の推進と
サービス基盤の充実・
医療と介護の連携

〇 多様な介護サービス基盤を整備します
〇 業務の効率化・外国人人材を含む多様な介護人材の確保・育成・定着に向けた取組を進めます
〇 自立支援・重度化防止に資する介護サービスをめざします
〇 医療と介護の連携を推進します
○ 仕事と介護の両立支援に取り組みます

５ 効果的・効率的な
介護給付の推進

〇 適切かつ公平な要介護認定に向けた取組を進めます
〇 自立支援に資するケアマネジメント力を強化します
○ 適正な介護報酬請求を促し、介護事業者の健全な運営を支援します

６ 住まい確保への支援
〇 居住支援の事業・取組を充実し、施設整備を含めた高齢者の住まいの確保を図ります
〇 住まいに伴う生活支援サービスの提供に取り組みます

７ 見守り体制の強化・推進
〇 地域の多様な主体の参画による見守りネットワーク事業の拡充を進めます
〇 ひとり暮らし高齢者の孤立化防止を進めます

８ 災害時等に備える体制の強化

〇 平常時から災害時・緊急時を想定し、健康面での危機管理に配慮する視点ももちながら備える
体制づくりを進めます

〇 避難に支援を必要とする方の、緊急時の避難行動に関する計画作成を支援します
〇 災害によらない緊急時にも、関係機関との円滑な連携により対応します

９ 権利擁護支援・個人の尊重

〇 成年後見制度等の周知・利用促進に努めます
〇 人生を安心して暮らせるよう老いじたくを推進します
〇 高齢者の尊厳ある生活を支援します
〇 権利擁護の促進に資する体制の整備を図ります

10 多様な主体が参画する
地域づくりの支援

〇 生活支援サービスの体制整備を図ります
〇 高齢者を中心とした地域の多様な主体が集い、活躍する拠点を構築します

11 地域共生社会を見据えた
地域包括ケアの体制づくり

〇 地域包括支援センターの相談支援機能等の強化を推進します
〇 地域ケア会議を通じて、地域の課題解決に向けた取組を推進します
○ 高齢者の地域での在宅生活を支えます

12 共生と予防を軸とした
認知症高齢者への支援

〇 認知症の共生と予防への理解を深める地域づくりを進めます
〇 早期診断・早期対応のための体制整備を推進します
〇 若年性認知症の人と家族への支援を推進します

基本目標 施策 施策の方向性

基本目標１
一人ひとりが生きがいや
役割をもって輝けるまち

基本目標２
サービスが必要になっても、

自分らしい暮らし方を
実現できるまち

基本目標３
住み慣れた地域で

安心して暮らせるまち

基本目標４
思いやりの気持ちで
互いに助け合い、

尊厳をもって暮らせるまち
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